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本日、是非MCSの登録をお願いします︕
（早めに利⽤申告書の提出もお願いします）



MCS（メディカルケアステーション）に
ついて
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↓登録はこちらから



↓登録はこちらから

※無料機能で十分情報共有可能
出所：メディカルケアステーションご紹介資料（メディカルケアステーションHPより）（一部改編）R4.9.20 時点 3



○ 導入費・維持費＝無料 0円※⼀部有料だが、無料で十分情報共有可能
○ 岡山市において、在宅医療・介護等の連携共通ツールとして活用
○ 準備するものはPC・タブレット端末（スマートフォン）
○ セキュリティは厚労省ガイドラインに準拠

医療・介護関係事業所の従事者
病院・診療所医師、⻭科医師、薬剤師、看護師、 MSW、ケアマネ、PT、OT、ST、ヘルパー、事務職等

①医療と介護の連携の円滑化 ②医療と介護の質の向上 ③患者満⾜度の向上

○ 時間を有効に使えて多職種との連携もラクになる
○ つながりたい人・職種・グループとつながれる

メディカルケアステーション（MCS）について

目的

メリット

使用にあたって

対象者

お問合せ

運用開始日
令和４年１０⽉４日（⽕）

岡山市医師会事務局 地域医療部 TEL︓086-201-1188
oma@po.okayama.okayama.med.or.jp

↓登録はこちらから
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mailto:oma@po.okayama.okayama.med.or.jp


なぜメディカルケアステーション（MCS）なのか？
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1. 在宅医療等に関する医師同⼠や多職種の情報共有が可能であり、患者情報の共
有も可能。

2. 厚労省が定めるガイドラインに準拠した、医療に必要なセキュリティ基盤を構築している。
⇒MCSが策定している「運⽤管理規定」においても、医療情報の取扱いに関する注意事項や対策等が詳細に掲載され、
気になる点への対応がなされている。

3. 使いやすい。
⇒試験的に岡山市医師会理事、岡山市医師会事務局、岡山市医療政策推進課でグループを作成し、使用したところ、
滞りなく使用できるとともに、円滑なコミュニケーションができるようになった。
（ＭＣＳ導入にあたって、他市の事例等の情報共有、打ち合わせの⽇程調整、打ち合わせ前の事前の資料や論点の共
有を実施）

4. 他市や他医師会での導入実績があり、5年以上使用している医師会もあるが、円滑
に運用されている。
⇒武蔵野市、さいたま市、豊中市、福山市など
※武蔵野市加入数︓６５９⼈（うち、医師７８、⻭科医師４５、薬剤師８８、訪問看護・リハ１１０、ケアマネ１２
２、介護事業所１１５、包括１１、在介⽀３５、⾏政７、その他４８）

5. 無料で利用可能（１０⽉からは⼀部機能が有料化だが、無料の機能でも情報共
有可能）



岡山市におけるＭＣＳの今後の活用に向けて（依頼）
○ 岡山市において、在宅医療・介護等の連携共通ツールとして活⽤していきます。（R4.10.4〜）

○ このため、まず、連携の主軸となる在宅実施医療機関は原則MCSの登録をお願いします。
→在宅実施医療機関が登録することで、在宅に興味のある医療機関や他医療機関（病院含
む）、他職種がメリットを感じ、よりネットワークの輪が広がります。

○ 今後、多職種の連携の場として活用するとともに、地域毎の連携の場としても活用してい
きます。
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・運営委員Dr

・市医医師会事務局

・岡山市

＊注： は情報共有
GP（グループ）

・運営委員Dr
・市医師会事務局
・岡山市

患

患

患 患
患

患
患

患

患

患

患

全ユーザーGP

薬剤師会 歯科医師会

訪問看護師

ステーション
連絡協議会

介護支援専
門員協会

まず在宅実施医療機関が登録
（１０/４〜）

※他職種もこの時点から参加可能です。

在宅医師
GP

事務局GP

患者ＧＰ

患者ＧＰ

事務局
GP

在宅医師
GP

〇〇
地域ＧＰ

病院

外来
医師

全ユーザーGP

本格的に多職種・各職能団体も参加
（１１/７説明会後〜）

患者ＧＰ



岡山市の現状と今後の方針
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○死亡場所別の推移をみると、2016年までの自宅での死亡はほぼ横ばい

○日本の将来推計人口（平成２９年推計）における推定死亡者数による岡山市死亡者数の推計で

は、死亡者数が最大となる２０４０年には約２,０００人増加する見込み。

国立社会保障・人口問題研究所○日本の将来推計人口（平成29年推計）における長期参考推計結果表の死亡者数（中位）から推計

6,727 6,857 6,988 7,109 
7,652 

8,059 8,340 8,441 

632 719 761 814 774 784 791 847 

345 
421 463 547 662 698 758 745 

11.2 
11.8 12.3 12.7 

12.0 12.3 12.1 
13.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

その他 老人施設等 医療機関

自宅 将来推計 自宅死の割合（人） （％）

5,660
6,088 6,167 6,414 6,426 6,388 6,555 6,520

（対2016比 +1,921人）

推計

医療機関の病床数が増加しないと想定すると、
増加分（約2,000人）の受け皿が必要となる。

岡山市の死亡場所別死亡者数の状況と将来推計
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看取り場所の推移
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全国 岡山市 ○ 全国、岡山市とも2020年は医療機関の

看取り割合は減少し、⽼人施設等、⾃
宅看取り割合は増加
⇒コロナ禍により入院が困難、また面会
困難により在宅ニーズが増えたものと推測
⇒将来的にもベッド数が限られる中、在
宅看取りのニーズは増える⾒込み

9出所：人口動態調査



10どう効率的に連携していくか、が重要となり、ICTツール等の活用が必要

かかりつけ医デイサービス

ヘルパー

ケアマネ
ジャー

病院（医師・MSW)

薬剤師

訪問看護ステーショ
ン

そもそも在宅医療・介護は①関係者が多く、②事業所も異なるため、
情報共有や連携に手間がかかる。

訪問歯科

歯科医師



今後の方針

厚生労働省第２回在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ（令和４年３⽉９⽇）Ｐ３９課題と論点

3．ケアマネ等介護・福
祉職も含めた多職種連
携の促進

1．医師が在宅医療
に参入しやすい環境
づくり

2．病診連携、診診
連携等の医療機関
同⼠の連携促進

岡山市の方針

今後⾼齢化等に伴う在宅医療や介護の需要増⼤に対し、相応の基盤整備を⾏う必要がある地域が⼀定程
度存在するが、マンパワーの制約がある中、在宅医療等を必要とする患者に適切なサービスが提供されるため
には、在宅医療における役割分担や介護との連携、情報通信機器の活⽤などを含めた効率的な提供体制
を構築することが必要。

情報通信機器の活用なども含め、岡山市医師会、岡山市内医師会連合会や各職能団体等と協働しなが
ら、在宅医療(施設看取り含む）をさらに推進

取組の方向性

①訪問診療⽀援研修の実施（座学+グループワーク）
②ビジネスチャット（メディカルケアステーション（MCS））を活⽤し、気軽に効率的に相談や意⾒交換ができる場の仕組
み構築

③サポート機能として、市医師会内に相談窓口の設置

４．情報通信機器
等を活用した効率的
な提供体制の構築
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これまでの訪問診療⽀援事業の現状と課題
①参加者が年々減少（特に新規の参加者が少ない）
②在宅医療の新規参入や、医師同⼠のグループ化などの連携体制などに結び付きにくくなっている
③令和３年度アンケートで「情報共有のネットワークを希望する」と答えた割合は75％と⾼い。

令和４年度訪問診療⽀援事業

５．市⺠への
普及啓発



Ｒ４年度岡山市在宅医療・介護推進事業（医師会連携関係）について R4.9.8時点

１.在宅医療への参入促進
２.病診連携、診診連携
３.効率的な情報共有

４.多職種の顔の⾒える関係づくり ５.市⺠への普及啓発
方
向
性

事
業

訪問診療⽀援事業
（市医師会委託）

①MCSによるネットワーク構築
②MCS・在宅医療相談窓⼝
③病診連携研修会

地域別多職種連携会議
（市薬剤師会委託）

・市内３カ所で多職種に
よる対面式の意⾒交換
会を実施
・各職能団体で構成する
企画部会、作業部会で
運営を検討

ケアマネ研修
（県ケアマネ協会委託）

・特に医師とケアマネの連
携に特化した研修
・市内６カ所でケアマネ研
修に医師がアドバイザーと
して参加

ミニ市⺠公開講座（市と
対象医師会協働実施）

・市内３カ所で在宅医療
と⼈生会議（ACP）につ
いて市⺠向け講座を実施

現
状
の

動
き

・１０/３MCS説明会（医師のみ）

・１１⽉７⽇
医師・多職種向けＭＣＳ説明会
※病診連携研修会は内容・時期調
整中

・９/13企画部会実施

・近⽇中 作業部会メン
バー推薦及び⽇程調整
依頼実施

・９⽉下旬〜１０⽉下
旬に研修会実施
※医師が⾜りない地域に
ついてはケアマネ協会から
個別に声かけを実施中

・１０、１１，２⽉に実
施（⻄ふれあい、建部、
緑化公園）
・該当医師会には個別に
依頼済み

今後、様々な在宅医療・介護推進事業においてMCSを岡山市共通の
ＩＣＴ情報共有ツールとして活⽤
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MCS（メディカル・ケア・ステーション）
の活⽤例と今後のスケジュール
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MCSの活用例（他市の事例等から）
1. 退院後の在宅医の募集・決定（病院地域連携室×在宅医）

訪問診療可能なかかりつけ医がいない患者の退院にあたり、病院地域連携室がＭＣＳで
患者情報を共有。対応可能な在宅医を募集し、決定。

2. コロナ対応往診医の調整(外来医師×在宅医）
訪問診療を実施していない診療所がコロナ患者に電話診療したところ、往診の必要があ
ると判断したため、患者情報をＭＣＳに投稿。対応可能な在宅医を募集し、決定。

3. コロナ患者の薬剤の処方及び配送（医師×薬局）
コロナ患者に電話診療したところ、薬剤を届けることが必要となったため、医師がＭＣ
Ｓに処方箋および配送地域等の情報を投稿し、訪問可能な薬局を募集し、決定。

4. コロナ第７波を共に戦う仲間募集（医師×看護師×PT・OT（KISA２隊大阪））
MCS会員全員に対し、メールで通知。在宅、施設クラスターに対応してくれる医師、看
護師を募集。あわせて、在宅・施設療養者へのADL低下を防ぐため、介入可能なPT・
OTを募集。

5. その他、以下の通りすでにあるグループの連絡ツールとして活用する。
①医師会内の情報共有に活用する（医療機関×医師会）
⇒医師会毎にグループを作成し、連絡網、情報共有ツールとして活用する。
②地域で繋がりのある多職種のグループを作成（医療機関×地域の多職種）
⇒連携事例の共有や情報共有ツールとして活用する。

14



訪問診療⽀援グループ(医師のみ）での情報共有（例）

1. 地域で往診可能な専門医を情報共有する
⇒地域で往診可能な皮膚科医を投げかけ、情報共有してもらうなど。

2. 対応可能な訪問看護ステーションを情報共有する
⇒神経難病など、特定の疾病に対応可能な訪問看護ステーションを投げかけ、情
報共有してもらうなど。

3. 診療報酬請求について情報共有する
⇒初めて算定する診療報酬の要件を満たしているかどうかを投げかけ、確認して
もらうなど。

4. 在宅医療、コロナ、コロナワクチンなどの最新の動向について情報共有する
⇒最新の国の動向や岡山市の方針等について情報共有する、不明な点について質
問し、市が回答する、など

15



運用開始のあたってのスケジュール
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【１０/３（⽉）19:30〜21:00】
第１回ＭＣＳ説明会（医師対象）※zoom

【１０/4〜】
運⽤開始
市医師会相談窓口において相談受付

【１１/７（⽉）19:30〜21:00】
第２回MCS説明会（医師及び多職種対象）※zoom

【１１/8〜】
必要に応じて説明会等を開催

今後、岡山市において在宅医療・介護等の円滑な情報共有を進
めるため、MCSをICT多職種連携共通ツールとして活⽤



岡山市MCS運⽤方針
（岡山市での運⽤ルール）
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特に留意すべき岡山市での
MCS運用ルールとして１０の
項目を作成

（岡山市医師会HP） （岡山市HP）

↓運用方針、様式等はこちら（どちらにも掲載）



岡山市メディカルケアステーション運用方針解説
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○ あくまでツールのひとつであり、このツールだけで在宅医療・介護の多職種連携が進むわけではな
い。前提となる顔のみえる関係の構築が重要。
→市でも地域別多職種連携会議等を実施することとしており、積極的な参加をお願いします。

1. 岡山市におけるメディカルケアステーション（ＭＣＳ（以下、ＭＣＳとす
る））は在宅医療・介護を推進する「連携ツールのひとつ」であることを
共通認識とする。

２．岡山市におけるMCSの活用方法は以下の通りとする。
(1)医師同士や多職種等が在宅医療等に関する情報共有や相談し合える緩
やかなネットワーク作り

(2)被支援者（患者）情報について支援関係者（連携メンバー）での共有
(3)岡山市や医師会、医療機関等から在宅医療等に関する動向や研修等
の情報提供・情報共有

○ 今後、岡山市において在宅医療・介護等の円滑な情報共有を進めるため、MCSをICT多職種
連携共通ツールとして活用



岡山市メディカルケアステーション運用方針解説
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（１）について
○ 情報漏洩が起きないよう、厚労省ガイドライン等やMCS運用管理規定等を確認の上、利用を

お願いします。

３．利用にあたって必要な事項は以下の通りとする。
(1)厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」および「Ｍ
ＣＳ運用管理規定」、「本運用方針」や関係法令等を遵守する。

(2)岡山市医師会にメディカルケアステーション利用申告書（別紙様式１）を提出
し、「岡山市全ユーザーグループ」に参加する。また、医師は「訪問診療支援
グループ」に参加する。

○ 情報漏洩の約２/３はヒューマンエラー等人的な要因（MCS運用管理規定Ｐ17）
→管理者はスタッフへの教育等による個人情報管理の運⽤の徹底が必要

（２）ついて
○ 「岡山市全ユーザーグループ」、「訪問診療⽀援グループ（医師のみ）」に招待しますので、利⽤
申告書の提出をお願いします。
※すでにMCSを利⽤されている方も利⽤申告書を元に上記グループに招待しますので提出を
お願いします。

【情報漏洩の例】
・IDとパスワードを他⼈に教えてしまった。
・利用端末を紛失していまい、ロックがかかっていなかった。
・他のアプリのパスワードと⼀緒など、推測しやすいパスワードを設定した。など

↓ガイドラインや利用申告書等はこちら



別紙様式１（利用申告書）
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（岡山市医師会HP）

（岡山市HP）

↓運用方針、様式等はこ
ちら(どちらにも掲載）
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○ 口頭や電話による方法でも構わないが、後々のトラブル（言った、言わない）を防ぐた
め、いつ、だれが、誰に対して同意をとったか記録しておくことが望ましいです。

４．被支援者（患者）情報をＭＣＳで共有する場合、支援者は必ず被支援者本人(必
要に応じて家族等)の「同意」を得る。同意を得る方法は以下の方法によるが、以
下参照資料を確認の上、同意を求める内容や緊急性などを勘案し、それぞれの場
面で適切な方法で同意を得る。
(1)文書（同意書は「別紙様式２」を参照）
(2)口頭、電話による方法など（この場合、同意を得た旨(いつ、誰が、誰に対して
同意をとったか、など)を記録する）

（参照：医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスP２２
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ＆A P９
地域医療情報ネットワークにおける同意取得の例について（いずれも厚生労働省））

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ＆A P９

↓ガイダンス等はこちら



別紙様式２（同意書ひな形）
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○ 情報保護の観点から、関係者でなくなった場合は、参加者は速やかにグループから退
出してください。（アカウントの削除はアカウント保有者のみ可能だが、MCSサポートデ
スクへ問い合わせすれば施設の管理者などが代表して停止・削除も可能）

○ また、グループ管理者も定期的（最低１ヵ⽉に1回程度）に参加メンバーを確認
し、関係なくなった方がいる場合は速やかに退出させてください。

5. 被支援者の支援が終了し、共有すべき事項がなくなった場合は、被支援者
（患者）グループ管理者が速やかにグループを削除する。また、グループ
参加者は退職や人事異動等、によりグループに関係がなくなった場合、速
やかにグループから退出する。グループ管理者はグループの管理を定期的
に実施し、関係がなくなった参加者が残っている場合、退出させる。

6. 岡山市全ユーザーグループにおいては、個別支援方針に関する情報共有は
原則として行わない。

○ 個別⽀援方針（患者の⽀援方針）についてはその他のグループ（患者グループ等）
で情報共有してください。



岡山市メディカルケアステーション運用方針解説
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7. ＭＣＳは、２４時間３６５日支援関係者を拘束したり、即時対応を求める
ものではない。

8. 急変時や緊急連絡には、原則として電話等で直接連絡することし、ＭＣＳ
は使用しない。

○ 緊急時はMCSではなく、電話等で直接連絡してください。

9. 職種による視点の違いや役割の違いを相互に理解し、被支援者（患者）の
支援を行う。

○ 職種や⽴場が違えば考え方が異なってきます。職種によっては当たり前のことも、他の
職種にとってはわからないことがありますので、ご留意の上、コミュニケーションをお願い
します。



岡山市メディカルケアステーション運用方針解説
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10. 不明な点があれば厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」および「ＭＣＳ運用管理規定」、「本運用方針」等を確認する
とともに、必要に応じて岡山市医師会相談窓口に確認を行う

○ 迷ったら必ず確認を︕

【問い合わせ先】



導入方法
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↓登録はこちらから



MCSを利用される方へ３つのお願い

顔写真を載せる

メールを確認したら「了解」ボタンを押す

顔の見える関係
の構築

使用しない時は「ログアウト」をする

発信者との
つながり強化

1

2

3 情報漏洩の防止

↓登録はこちらから
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MCS導入の流れ

MCSに
新規登録

スタッフの登録
自由グループ
患者グループ

作成

グループに

関係者を招待

30

市医師会事務局へ
利⽤申告書を提出

「岡山市全ユーザグループ」
「訪問診療⽀援グループ
（医師のみ）に招待

【グループ参加後】
〇市・医師会等からの情報共有・
研修会等のお知らせ
〇つながりによるグループの作成

【MCS登録の流れ】

利用申告書を提出し、全ユーザーグ
ループに入ることで、グループメンバーは
メールアドレスなしで新規グループ招待
可能となります︕

グループ招待の際の
メールアドレスを聞く
⼿間が省ける︕

（MCS登録と並行して）



MCS登録方法等について
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↑登録はこちらから

↑使い方ガイドはこち
らから

クリック

○ MCSホームページから登録できます。
○ 使い方ガイドをクリックすれば、マニュアルが掲載されています。

【MCSホームページ】



32

○ 「よくある質問」もMCSホームページに掲載されています。

よくあるご質問
はこちらから→
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登録はこちらから→
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